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本協議会は障害のある方が地域において自立した生活を営むことができるよう、相談支援体制や地域の障害福祉に関するシステム等について協議を行う場として設置

委員は、学識経験者、精神科医師、障害者相談員、相談支援事業・障害福祉サービス事業関係者、区職員等から構成

これまでの検討状況
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協議会(親会)設置

専門部会を3つに分け、各課題に検討を指示

相談支援専門部会設置

権利擁護専門部会設置

就労支援専門部会設置

それぞれの立場で抱える課題の

事例の検討

地域包括支援センターについて

学ぶ

現状と課題の把握のため調査を

調査結果の情報共有

定例会議を開催

小部会の設置 (知的・身体障害、
精神障害、学校)

問題点の改善策検討・仕組づくり

継続支援について
アンケート調査

提供された事例の検討

知的障害、精神障害及びアル
コール依存症の複合的な事例

産業界や学校等、地域資源との連携

課題の改善策検

ネットワークの現

定例会議を継続 スキルアップ、ネットワークの推進

新福祉センターの相談支援事業所の検討

法改正への対応、相談支援体制、虐待防止、ワンストップ

権利擁護支援体制の検討

ネットワーク作りの検討

アンケートの実施

障害者計画への意見

乳幼児発達連絡会、特別支援

委員委嘱 新体制スタート

専門部会の再編

権利擁護支援マップの作成

区役所関連業務の委託拡大検討

作業所ネットワークの構築

サービス利用計画への対応

苦情解決とその機関について


